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�愛媛県告示第１６４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２８年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

四国中央市下川町字大禿口４１、字小禿８１、８５、８７、８９、９６、乙

１７２の１、乙１７４、乙１７６の３、字馬ノ背乙１８４の６、乙１８４の４４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び四国中央

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１６５号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２８年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（南予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

宇和島市津島町高田甲１３７－２

西 村 孝 俊

宇和島市津島町近家乙１４７－２１

山 口 正 純

宇和島市津島町近家甲２０９－１８

魚 下 誠
岩 松 岩松漁業協同組合

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 保安林の指定……………………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）……６６

○ 義務付保の同意を求めるための事前届出及び指定漁船調書の縦覧……………………………………………………………………………………（水産課）……６６

○ 愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱の一部改正………………………………………………………………………………………………（土木管理課）……６７

○ 愛媛県建設工事請負業者選定要領の一部改正………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……７０

○ 建設業者の許可の取消し（２件）……………………………………………………………………………………（東予地方局管理課、南予地方局管理課）……７０

公 告

○ 広報紙の印刷及び配布業務の委託……………………………………………………………………………………………………………………（広報広聴課）……７０

○ 交通管制センター、サブセンター等設備保守業務の委託……………………………………………………………………………………（警察本部会計課）……７１

監 査 公 表

○ 包括外部監査結果に基づく措置の公表………………………………………………………………………………………………………………（監査事務局）……７２

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）……８２

○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……８３

○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……８３

○ 資金管理団体でなくなった旨の届出……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……８４

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２７４８号 平成２８年２月１６日

平成２８年２月１６日火曜日 第２７４８号

愛 媛 県 報
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２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２８年２月１６日から３月１日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

南予地 方 局 管 内 の 加 入 区 南 予 地 方 局
産 業 経 済 部 水 産 課

�愛媛県告示第１６６号
愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年１１月愛媛県告示第１２７５号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２８年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 省略

２ 省略

３ この要綱において「経常建設共同企業体」とは、優良な中小の

建設業者（法第２条第３項に規定する建設業者をいう。以下同

じ。）が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及

び施工力を強化することを目的として結成される共同企業体をい

う。

４ この要綱において「地域維持型建設共同企業体」とは、地域の

維持管理に不可欠な工事（以下「維持管理工事」という。）につ

き、地域の建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、

その実施体制の安定を確保することを目的として、当該維持管理

工事ごとに結成される共同企業体をいう。

５ 省略

６ 省略

（地域維持型建設共同企業体の対象工事）

第２１条 地域維持型建設共同企業体により競争入札等を行わせるこ

とができる県工事は、次に掲げるものに係る維持管理工事の全部

又は一部を包括契約により発注する県工事であって共同施工が必

要と認められるものとし、維持管理に該当しない新設、改築等の

工事を含まないものとする。

� 道路

� 河川

� 砂防施設

� 海岸

� 港湾

（地域維持型建設共同企業体の入札参加資格）

第２２条 県工事の競争入札等に参加しようとする地域維持型建設共

同企業体は、次条から第２７条までに定める資格要件を満たすもの

でなければならない。

（地域維持型建設共同企業体の構成員の数）

第２３条 構成員の数は、２者以上１０者以下とし、工事ごとに契約担

当者が定めるものとする。

（地域維持型建設共同企業体の構成員の組合せ）

第２４条 構成員の組合せは、次に掲げる要件の全てを満たすものと

する。

� 県工事に対応する工事種類の業者選定要領第２条の規定によ

（定義）

第２条 省略

２ 省略

３ この要綱において「経常建設共同企業体」とは、優良な中小の

建設業者（法第２条第３項に規定する建設業者をいう。

）が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及

び施工力を強化することを目的として結成される共同企業体をい

う。

４ 省略

５ 省略

愛 媛 県 報平成２８年２月１６日 第２７４８号
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様式第２号の次に次の１様式を加える。

る等級別格付けの等級が当該県工事の設計工費に対応する等級

である有資格業者を１者以上含む組合せであること。

� 一の地域維持型建設共同企業体の構成員が、同一の県工事に

係る他の地域維持型建設共同企業体の構成員でないこと。

（地域維持型建設共同企業体の構成員の施工実績等）

第２５条 構成員は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

� 県工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として

の施工実績を有し、かつ、県工事と同種の工事の施工実績を有

する者でなければならないものとして、契約担当者が県工事ご

とに定める工事の施工実績に関する要件を満たすこと。ただ

し、代表者以外の構成員については、相当の施工実績を有し、

確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっ

ては、この限りでない。

� 県工事に対応する法の許可業種につき、当該許可を受けてか

らの営業年数が３年以上あること。ただし、相当の施工実績を

有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合

にあっては、この限りでない。

� 県工事の請負金額が建設業法施行令第２７条第１項に規定する

金額である場合にあっては、当該県工事に対応する法の許可業

種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置す

ることができること。

（地域維持型建設共同企業体の構成員の出資比率）

第２６条 構成員の出資比率の最小限度は、次のとおりとする。

� 構成員が２者の場合 ３０パーセント以上

� 構成員が３者の場合 ２０パーセント以上

� 構成員が４者の場合 １５パーセント以上

� 構成員が５者の場合 １２パーセント以上

� 構成員が６者の場合 １０パーセント以上

� 構成員が７者の場合 ９パーセント以上

� 構成員が８者の場合 ８パーセント以上

� 構成員が９者の場合 ７パーセント以上

	 構成員が１０者の場合 ６パーセント以上

（地域維持型建設共同企業体の代表者）

第２７条 代表者は、その出資比率が構成員中最大の者であるものと

する。

（地域維持型建設共同企業体の入札参加資格の審査）

第２８条 地域維持型建設共同企業体を結成して競争入札に参加しよ

うとする者は、地域維持型建設共同企業体競争入札参加資格審査

申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて契約担当者に提

出し、資格審査を受けなければならない。

� 地域維持型建設共同企業体協定書の写し

� その他契約担当者が必要と認める書類

２ 契約担当者は、前項の申請書を受理したときは、資格審査を行

い、申請者に対しその結果を通知するものとする。

第２９条 省略

第３０条 省略

第３１条 省略

第２１条 省略

第２２条 省略

第２３条 省略

愛 媛 県 報平成２８年２月１６日 第２７４８号
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様式第３号（第２８条関係） 地域維持型建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書

地域維持型建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書

年 月 日

愛媛県知事 様
共同企業体の事務所の所在地
共同企業体の名称 共同企業体
共同企業体の代表者の商号
又は名称及び代表者氏名 �
共同企業体の構成員の商号
又は名称及び代表者氏名 �
共同企業体の構成員の商号
又は名称及び代表者氏名 �

��������������������������������������������������������������������������
共同企業体の構成員の商号
又は名称及び代表者氏名 �

今般連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため、 を代表者とする
共同企業体を次のとおり結成したので、同企業体を 年度において愛

媛県の発注する 工事の競争入札に参加したいので添付書類を添えて入札参
加資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約しま

す。
また、 年度において愛媛県の発注する 工事について次の権限を
共同企業体代表者に委任します。

� 工事の入札及び見積りに関する一切の権限
� 工事請負契約に関する一切の権限
� 工事完成保証に関する一切の権限
� 工事請負代金の請求及び受領に関する一切の権限
� 上記権限の範囲内において、復代理人を選任する権限
� その他工事の施工に係る届出及び報告に関する一切の権限

１ 共同企業体の構成員

区 分 商 号 又 は 名 称 許 可 番 号 許可年月日
許可業種
（略号）

出資割合
（％）

代表者

構成員

構成員
�����������������������������������
�����������������������������������
構成員

２ 工事の入札、見積り、請負契約及び請負契約に基づく行為に使用する印鑑
印 鑑

注 次に掲げる書類を添付すること。
� 地域維持型建設共同企業体協定書の写し
� その他契約担当者が必要と認める書類

愛 媛 県 報平成２８年２月１６日 第２７４８号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２８年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

広報紙の印刷及び配布業務の委託

� 委託業務名及び数量

広報紙の印刷及び新聞折り込み業務、一式

� 委託業務の内容等

仕様書による。

� 委託期間

�愛媛県告示第１６７号
愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告示第６０７号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２８年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第１６８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 省略

２ この要領の規定は、愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱

（平成６年１１月１８日制定）第２条第２項に規定する特定建設工事

共同企業体、同条第３項 に規定する経常建設共同企業体及び同

条第４項に規定する地域維持型建設共同企業体の入札参加資格に

ついては、適用しない。

（趣旨）

第１条 省略

２ この要領の規定は、愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱

（平成６年１１月１８日制定）第２条第２項に規定する特定建設工事

共同企業体及び同条第３項に規定する経常建設共同企業体

の入札参加資格に

ついては、適用しない。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第７３６号 平成２４年
３月３１日 大同工業� 長野 隆一 今治市中寺１００５ 平成２８年

１月４日
建築工事業
鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－２７）第５８５２号 平成２７年
１２月１３日 �高橋工務店 高橋 俊一 四国中央市土居町小林７４

４
平成２８年
１月１３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１４８４７号 平成２３年
１１月２日 �アイデンシステム 片上 逸志 今治市小泉３－４－１６ 平成２８年

１月１８日
電気工事業
電気通信工事業
消防施設工事業

建設業の廃止

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第１２４５０号 平成２３年
１０月２８日 �田中電気工事店 田中 正則 宇和島市中央町２－２－

２８
平成２８年
１月７日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１３５６９号 平成２３年
１０月３０日 �中井塗装店 中井 裕之 西予市野村町野村１２－５３

５
平成２８年
１月１８日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－２７）第１４５２５号 平成２７年
６月１２日 �福島建工 福嶌 弘文 大洲市西大洲甲５３９－１ 平成２８年

１月２６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１３５９０号 平成２３年
１２月４日 古川建築 古川 満敏 宇和島市津島町下畑地甲

６０１
平成２８年
１月２７日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２５）第１６３４５号 平成２５年
８月１８日 �森田材木店 森田美紀子 喜多郡内子町内子３３４２ 平成２８年

１月２８日 建築工事業 建設業の廃止
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契約締結の日から平成２９年３月３１日まで

� 委託業務に係る成果品の納入場所

仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、一部当たりの単価とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ「特定調

達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の印刷及び新聞折り込み業務の実績を有し、

委託業務について、適切に履行し得る体制が整備されているこ

とを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県企画振興部政策企画局広報広聴課広報係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２４１

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出するか、又は平成２８

年３月２８日（月）午前１０時００分まで（必着）に�に掲げる場所
に郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法

律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便

事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による

同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるも

の。以下「郵便等」という。）により提出すること。

� 入札説明書の交付方法

ア �に掲げる場所で交付する。
イ 交付期間

公告の日から平成２８年３月１６日（水）まで。ただし、執務

時間中（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午

後５時１５分までをいう。以下同じ。）に限る。

� 開札の日時及び場所

平成２８年３月２８日（月）午後２時３０分

愛媛県庁第二別館５階第４会議室

� 入札書の提出方法

持参又は郵便等により提出すること。電送による提出は認め

ない。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認

申請書（以下「確認申請書」という。）を知事に提出し、入札

参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 確認申請書の受領期限

平成２８年３月１６日（水）午後５時１５分までに、３の�に掲
げる場所へ持参して提出、又は郵送すること。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Printing

a monthly newsletter and inserting it in―to newspapers，１ set

� Time limit of tender：２：３０ p．m．，２８March２０１６

（tenders submitted by mail：１０：００ a．m．，２８March２０１６）

� For further information，please contact： Public Relations

Section，Public Relations Division，Policy and Planning

Subdepartment，Planning and Development Department，

Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２２４１

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２８年２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務委託

� 委託業務名及び数量

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市若草町７番地１（交通管制センター）ほか

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円
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監 査 公 表

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度の製

造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認めら

れた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の交通管制センター、サブセンター等設備

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履

行し得る体制が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先（郵送の場合）、契約条項を示す場所、入札

説明書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課交通安全施設係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札説明書の交付時期

公告の日から平成２８年３月２２日（火）の執務時間中

� 入札書の受領期限

平成２８年３月２９日（火）午前１０時００分

� 事前提出書類（入札書のほかに提出する書類）の受領期限

平成２８年３月２２日（火）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

平成２８年３月２９日（火）午前１０時００分

愛媛県警察本部２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加申請

書と併せ２の�を証明できる書類を事前提出書類の受領期限ま
でに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Maintenance and upkeep of Traffic Control Center and

Sub―center，１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，２９March２０１６

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administrative

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

Tel０８９―９３４―０１１０

�公表第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、愛媛県知事から包括外部監査結果に基づき措置を講じた旨の通知

があったので、次のとおり公表する。

平成２８年２月１６日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

同 渡 部 浩

選定した特定の事件 健康・医療・福祉の財務に関する事務の執行及び事業の管理について

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２７年３月２４日

監 査 対 象 機 関
保健福祉部 社会福祉医療局 保健福祉課（愛媛県立医療技術大学関係）

（旧）保健福祉部 管理局 保健福祉課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○愛媛県立医療技術大学の資産管理について
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「公立大学法人愛媛県立医療技術大学物品管理規程」第９条において、資

産及び備品を取得した場合は、備品シールを貼付しなければならない旨が定

められている。

このうち、「備品」について台帳が整備されておらず、備品の現物に備品

シールが貼付されていない状態であった。このため、備品については物品管

理規程との間に乖離が生じている状況である。

当大学法人の会計処理上、備品は費用処理されており、台帳の残高と決算

書の数値は直接リンクしないものの、会計処理と物品の管理は分けて考える

必要があり、適切な管理を行わなければならない。

当大学法人においては、１０万円以上５０万円未満の備品は現在３００件程度あ

るということであり、現行の物品管理規程に基づけばこれらの備品を台帳に

登録して備品シールを貼付すべきである。仮にこれが実務上過大な負担とな

るということであれば、例えば、管理対象金額を実務上実施可能な範囲に絞

るなど現実的に対応可能な管理方法を策定することも考えられる。いずれに

せよ、規程と現実の管理を一致させ、適切な物品管理を行うべきである。

一方、これとは別に、情報セキュリティの観点からパソコン等の情報電子

機器については、上記規程に係らず全件物品管理の対象とするなど、適切な

物品管理を行うことが必要である。

物品管理規程の規定に従い、資産に分類されない１０万円以上５０万円未満の

備品についても台帳を整備し、備品シールを貼付していくこととしており、

平成２８年度をめどに整理していくこととした。

また、パソコンについても情報資産として管理していく。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２７年３月２４日

監 査 対 象 機 関
保健福祉部 社会福祉医療局 保健福祉課（愛媛県社会福祉事業団関係）

（旧）保健福祉部 管理局 保健福祉課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○愛媛県社会福祉事業団の賞与引当金の計上について

社会福祉事業団の貸借対照表には、重要性を勘案して、賞与引当金は計上

されていない。社会福祉法人会計基準にも「重要性の乏しいものについては、

本来の厳密な会計処理によらない他の簡便な方法によることも、複式簿記の

原則に従った処理として認められる。」とあり、「引当金のうち、重要性の

乏しいものについては、これを計上しないことができる。」という規定があ

るのは承知している。

平成２５年度の夏季賞与（期末手当及び勤勉手当）の支給額は、５７，５７２，８７２

円（以下「①」という。）である。支給算定期間は、１２月～５月であるから、

平成２４年度の貸借対照表に計上すべき賞与引当金金額の概算額は、①÷６か

月×４か月（１２月～３月分）＝３８，３８１，９１４円となる。平成２５年度末の貸借対

照表の負債の部合計金額が１２１，７２７千円であることを考慮すれば、約４０，０００

千円の賞与引当金は金額的にみて重要性がないとは言い難い。

平成２７年度より強制適用となる、新しい社会福祉法人会計基準おいても

「職員に対し賞与を支給することとされている場合、当該会計年度の負担に

属する金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を賞

与引当金として計上するものとする。」とある。ただし、「引当金のうち、

重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。」とある

が、上述の通り、金額的重要性があると判断し、今後の決算においては、計

上するべきである。

○棚卸資産の評価方法における経理規程と貸借対照表注記の整合性について

社会福祉事業団の経理規程において、第６章 資産・負債の管理（棚卸資

産の評価及び管理）第３９条３項「会計年度末の棚卸資産は、最終仕入原価法

により評価する」とある。しかし、平成２５年度の貸借対照表の注記において、

商品・製品の評価方法として、売価還元法と記載されており、整合していな

い。

現状、売価還元法で評価しているのであれば、経理規程を改定すべきであ

る。

平成２７年度決算において、賞与引当金の必要性等について検討し、計上の

可否を判断する。

平成２７年４月１日施行の法人経理規程において、棚卸資産の評価方法は売

価還元法とすることを規定した。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２７年３月２４日

監 査 対 象 機 関
保健福祉部 社会福祉医療局 保健福祉課（愛媛県社会福祉協議会関係）

（旧）保健福祉部 管理局 保健福祉課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○愛媛県社会福祉協議会の定款記載事項の不備について

社会福祉協議会が実施している福祉従事者退職共済支援事業、及び福利厚 平成２７年４月１日付けで、法人定款に「愛媛県民間社会福祉事業従事者退
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生事業は重要な事業でありながら、定款への記載がない。定款は、社会福祉

法人の運営の基本となる事項を定めるものであるので、法人が実施している

事業との整合が図られるよう検討を要する。

なお、社会福祉協議会の説明によると、すでに社会福祉協議会では定款の

変更準備に着手している、とのことである。

○退職共済支援事業過年度分（平成２４・２５年度）決算状況に関する修正につ

いて

平成２４年度及び平成２５年度の貸借対照表に誤りがあった。

社会福祉協議会の稟議書によると具体的内容は以下のとおりである。

■ 平成２４年度分：指定金銭信託＋信託準備積立預金（３，７６０，３６５，０７３円）

と信託資産基金（３，７６０，２２６，２８９円）に１３８，７８４円の差額がある。

原因：伝票の記載誤り。

■ 平成２５年度分：指定金銭信託＋信託準備積立預金（３，９７７，９６２，８４５円）

と信託資産基金（３，９７３，９９４，９９７円）に３，９６７，８４８円の差額（内１３８，７８４

円は上記）がある。

原因：管理システムの不具合により退職処理後の１法人１名１月分が未

収金に含まれていた。４月に記帳された３月分掛金の入金及び遡及処

理の額を未収入金に計上、同額を未払金、指定金銭信託、信託資産基

金に計上していた。

当該原因の本質は、伝票入力者とは別の上席者による伝票と元資料との確

認（もしくは勘定科目間の整合性の確認）が適切に行われていなかった点に

ある。加えて単年度の誤りではなく複数年の誤りであることから、複数年に

渡って承認体制が運用されていなかったと考えられる。

今後はこのような誤りを再発させないために、上席による効果的な予防的・

発見的内部統制を構築する必要があり、また、県は誤った財務情報が公開さ

れていることを重く受け止め、今後の指導監査で指導機能を発揮するべきで

ある。

それとともに、社会福祉法人審査基準において、「財産状況等の監査に関

しては、法人運営の透明性の確保の観点から、公認会計士、税理士等による

外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。特に、資産額が１００

億円以上若しくは負債額が５０億円以上又は収支決算額が１０億円以上の法人に

ついては、その事業規模等に鑑み、２年に１回程度の外部監査の活用を行う

ことが望ましい」とされているところであり、外部の専門家によるチェック

を通じて、法人運営の透明性の確保に努めることが必要である。

職共済支援事業」及び「福利厚生事業」を公益を目的とする事業として追加

した。

福祉従事者退職共済支援事業の平成２４年度及び平成２５年度決算における貸

借対照表の差額について、原因を究明した上で、平成２６年度に過年度分修正

を行い、決算額の適正化を図った。

また、会計責任者、出納責任者、会計職員３名が経理業務の確認を行う体

制とし、内部牽制及び確認業務の向上を図った。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２７年３月２４日

監 査 対 象 機 関 保健福祉部 健康衛生局 健康増進課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○フッ化物洗口普及事業について

フッ化物洗口は、局所応用法の中では費用対効果が最も優れ、学童期を中

心とした永久歯のむし歯予防対策として有用であり、自治体のむし歯予防施

策として意義が大きいものとされている。

愛媛県ではこれを「フッ化物洗口普及事業」として平成１２年度から実施し

ているが、平成２５年度時点でフッ化物洗口を市町内の全小学校で実施してい

るのは、東温市、伊予市、松前町、砥部町、久万高原町、内子町、松野町、

愛南町の８市町であり、松山市、今治市、八幡浜市の３市町では、学校数が

多いことなどから、小学校の実施施設率は１０％未満にとどまっている。また、

中学校については、当事業の対象とされたのが平成２４年度からであることも

あり、市町内の全中学校で実施しているのは、伊予市、松前町、伊方町の３

市町のみである。

これまで愛媛県としても市町の教育委員会や歯科医師会と連携し、小学校

校長会、養護教諭が参加する養護部会等に保健所職員が出向いてフッ化物洗

口について説明を行ってきているものの、学校数が多いこと、保護者の理解

が得られない等の理由により地域により実施率に差が生じている現状には留

意が必要である。

むし歯に限ったことではないが、一般的には病気は治療よりも予防の方が

個人にとっても行政側にとっても負担が少なくなるはずである。

県内の児童に平等にむし歯予防の機会を与えるためにも、現在導入してい

ない小中学校においてフッ化物洗口が早急に導入されるよう、これまでにも

行ってきた市町の教育委員会や学校長、養護教諭等への働きかけを更に進め

指摘を受けた後、関係機関（愛媛県歯科医師会）等と連携し、市町の保健

部門、教育委員会に対し重点的な働きかけを行った。

フッ化物洗口の薬剤は、医薬品とフッ化ナトリウム試薬があり、本県は長

年試薬を使用してきた。しかし、地域により実施率に差が生じており、未実

施校に普及させるためには、医薬品使用の方が抵抗が少なくなるという声が

大きくなり、平成２８年度から段階的に試薬から医薬品に切り替えて、未実施

校の実施体制整備の支援をすることとしている。

また、フッ化物洗口の効果等を周知するホームページを平成２７年３月１４日

に更新し、歯と口腔の健康づくりに関する一般県民への啓発活動を同時に行

い、事業効果を高めるようにしている。
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るとともに、保護者の理解が得られるよう、広く市民のむし歯予防の意識を

高めるような普及啓発活動の強化を検討いただきたい。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２７年３月２４日

監 査 対 象 機 関 保健福祉部 生きがい推進局 子育て支援課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○県による結婚支援事業が民業圧迫になることについて

「えひめ結婚支援センター」の平成２５年度の成婚数は、全国で３番目に多

く、これを県事業費で単純按分すると成婚者１人に掛かった経費は４７千円と

全国で最も少ない水準となっており、当事業は少ない経費で成果を上げてい

ると担当課は考えている。

しかしながら、監査人は、県がこのような結婚支援事業を貴重な県費を使

って何年にも渡り行っていることについて、もろ手を挙げて賛成とは言えな

い。民間にも結婚相談所はあり、県がわざわざ未婚の男女に出会いの場を提

供する必要があるのかということである。民間の結婚相談所に入会しサービ

ス提供を受ける費用は、内容にもよるが、数万円～数十万円程度であり、え

ひめ結婚支援センターを利用する方がはるかに安い。

「えひめ結婚支援センター」が行っている各種事業は好評とのことであっ

たが、民ができる事業であることも間違いない。そうであるならば、民間の

団体等と交渉を積極的に行って「官から民へ」を徹底していくことが必要な

のではなかろうか。所管課の考えでは「現時点では好評であるから止められ

ない」とのことであるが、好評であるからこそ民へ移管しても大丈夫であり、

民において十分に経営が成り立つものと考えられる。そのため早急に民に任

せていくことを検討すべきである。官の信用が必要ということであれば、県

はその面でのサポートを行えば十分であろう。

今後も県がこの事業を継続して行っていけば、好評であればあるほど何時

かは民との競合が生じ、結果的に民業圧迫となる恐れがあると言わざるを得

ない。そうならない段階において「官から民へ」を実践すべきである。

なお、担当課のコメントに関して、「民業圧迫になるという声は、上がっ

ていない」から問題ないという訳ではないのではないか。声が上がってから

考えるのでは遅いのではないかと思われる。また、「現段階ではまだそのよ

うな状況ではない」と言うが、それでは具体的にどのような状況になれば終

了するのか、その点に関して担当課で明確な基準等が検討されているのであ

ろうか。

（子育て支援課のコメント）

事業開始から６年以上経過している現在でも、民業圧迫になるという声は、

上がっていない。

民間が行っている結婚支援サービスは、規定の会費を払い、それに見合う

サービスが提供されるもので対象者が限定される（会費が支払える独身者）、

一方、公的機関が行う結婚支援対策は、少子化対策として、対象者は広範囲

（結婚を希望する人であれば、年齢・職業、年収などを問わない）であり、

棲み分けができている。

逆に、本県では行政によって「婚活」という言葉が掘り起こされ、これま

で関心の無かった独身者が婚活を開始し、結果、公的機関のサービスが合わ

ない独身者は、民間の婚活サービスに流れているのではないかと分析してい

る。

将来、民間による結婚支援サービスが広がり、多くの県民がサービスを受

けられる状況になれば公的機関が行う必要はなくなると考えるが、現段階で

はまだそのような状況ではないと考えている。

なお、えひめ結婚支援センターの運営は、民間の企業団体に委託する形で、

民間の組織力・アイデアを活かし、将来の労働力不足に危機感を有する多く

の企業・団体等が参画する体制としている。

○晩婚化・少子化対策としての有効性

平成２５年度「少子化社会対策大綱の見直しに向けた意識調査」報告書の調

査結果によれば、未婚者に対する結婚支援では、安定した家計の支援や職場

環境の充実・雇用機会の提供を望んでおり、結婚時に利用したい行政サービ

スでは、祝い金の支給や住宅支援を欲している。

それにもかかわらず、えひめ結婚支援センター運営事業費として結婚支援

イベントの開催等への支出を何年間にもわたって県の事業として行っていく

ことが、本当に意図したサービス（若者が結婚し、子どもを産み育てやすい

環境づくり）に結び付いているのかどうか疑わしい。

民間で結婚相談や出会い提供のサービス事業が行われていることは十分承

知しているが、営利追求型と少子化対策という異なる目的で実施しているほ

か、民間では対象者も限定されていることなどから、事業開始以降、民業圧

迫の声は上がっていない。また、県内の市町でも、一部がえひめ結婚支援セ

ンターと連携した婚活支援を行うなど、その機運は高まってきてはいるもの

の、現時点で、民間を含め、結婚を希望する独身者が満足するほど、出会い

の場の提供は実施されていないと分析している。多くの独身者は、公的機関

が行う結婚支援に対し、安心・安全や、敷居の低さを求めて参加しており、

年齢や職業、年収に関係なく、気兼ねなく出会いの場の提供を受けるサービ

スが民間主体で広がれば、行政としての役目は終えると思われるが、センタ

ー登録者も増え続けており、現時点ではそのような状況下ではないと考えて

いるため、当面、継続して事業を実施する。

国では、平成２７年３月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」において、

結婚に対する取組支援を重点課題の一つとして、適切な出会いの機会の創出・

後押しなど、地方自治体等による取組みを支援すると表明しており、新たに

創設された「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」では、少子化対

策としての出会いの場を含めた結婚支援事業の実施が認められており、本県

も平成２７年度は、当該交付金をえひめ結婚支援センター運営事業費に充てて

いるところである。また、「地域少子化対策強化交付金」においても、平成

２８年度、結婚支援システムの導入やボランティアの育成について財政支援す
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また、平成２６年２月に創設された「地域少子化対策強化交付金」の実施要

領には、「結婚希望者の出会いの機会づくりを目的としたイベント開催事業

及びその関連事業は対象としない」ことが明記されている。国の少子化対策

を目的とする交付金が当該用途に使用できないのに、なぜ県費は当該事業に

使用してもよいのか。監査人は県民として当該事業のこれ以上の継続には賛

成できない。地方自治体としての結婚支援の在り方について再考するべきで

ある。

なお、担当課のコメントに関して、現在子育て進行形の人たちが「安心し

て産み育てることが出来る環境づくり」を実感していれば、その姿を見てい

る次の世代の人たちも子育てに安心感を持てるのではないでないかと思われ

る。それこそが本当の少子化対策ではなかろうか。その意味で県としてどの

政策が優先順位が高いかをもう一度検討していただきたい。

（子育て支援課のコメント）

内閣府がほぼ５年おきに実施している「出生動向基本調査」（独身者調査）

で明らかになっているとおり、将来結婚したいと思っている若者は約９割で

推移し、昔と比べてもさほど変化はないが、２０１０年の同調査結果によると、

独身にとどまっている理由の第１位が男女ともに「適当な相手に巡り合えな

いから」となっており、出会いの場の減少が結婚できない制約となっている

と考えている。

また、監査人が用いた平成２５年度「少子化社会対策大綱の見直しに向けた

意識調査」報告書の調査結果でも、結婚意思のある未婚者が、結婚について

不安を感じる理由として、最も多かったのが適当な相手に巡り合わない（４８

．２％）となっている。

少子化は近年に始まった問題ではなく、従来からの子育て支援の充実に取

り組むだけでは、出生率の回復には繋がらないといった施策の検証を踏まえ、

祝い金や住宅支援など多額の経費を要する給付型の施策ではなく、県民や企

業・団体、県議会など各方面からの要望にも応えるべく、地方自治体として、

これまでに取り組んでいなかった結婚支援にも取り組んだものである。

国においても、従来からの施策である子育て支援や働き方の改革の強化に

加え、結婚・妊娠・出産支援への対策も強化する方向であり、少子化に歯止

めをかけるべく、平成２６年１０月に県議会議員提案で施行された愛媛県少子化

対策推進条例、さらに知事の県民への公約を実現するため、結婚を希望する

方への出会いの場を提供する施策は継続する方針である。

○「シニアによる子育て環境づくり地域モデル開発事業」の地域特性につい

て

「シニアによる子育て環境づくり地域モデル開発事業」は、高齢者による

子育て環境づくりを進めるため、３カ年かけ複数のアプローチ法により地域

特性を踏まえた具体的なモデル開発を市町へ委託し、その成果等を県下全域

に普及させることを目的として実施されている。ここでいう地域特性という

のは、高齢者が行動できる範囲として、校区や公民館単位での交流を目指し

ており、活動の拠点となる地域の産業構造、生活実態、コミュニティなどの

違いを把握して、地域に必要な取組を考えることである。

確かに、子育て家庭孤立化防止モデル（四国中央市）については、転勤族

が多く幼少の子供のいる転入者も多いという地域特性について理解できない

でもない。しかし、他のモデルについては、地元老人クラブとの交流会や保

育園児の老人ホームへの訪問・公民館での高齢者と子供の触れ合い等、ヒア

リングした限りでは特段地域特性があるとは思えず一般的なモデルとしか思

えなかった。地域特性にこだわらないのであれば、高齢者が子育て世代との

関わりを持つ事業としては、埼玉県富士見市の子育てサロン「ミッキークラ

ブ」、山梨県甲府市の若い母親の子育てをサポートする「子育て・お助け隊」、

ＮＰＯ法人「びーのびーの」が横浜市で行っている「おやこの広場」等が先

行事例としてある。このような先行事例をうまく取り入れればわざわざ県の

予算を使ってまで独自のモデル開発を行う必要はなかったと思われる。一方、

地域特性にこだわるのであれば、地域特性を明確に出した上で、その特性に

適合するモデルを構築する必要がある。

このため、現在の状況では中途半端と言わざるを得ない。また、本来なら

ば、実施主体である市町が率先してすべき事業であり、県は間接的なサポー

トでよかったのではないか。今後、モデル開発事業を着手しようとする際、

他自治体でモデルとなりそうな事例を探し、必要最小限の県費で行う方向で

考えてもらいたい。また、相当の県費をかけるのであれば、他の自治体にお

いても参考となるようなモデル開発をすべきである。

○モデル開発に３カ年費やす必要性について

シニアによる子育て環境づくり地域モデル開発事業は、当初より３カ年計

る方針が明らかになっており、平成２８年度以降もこれら交付金を活用したい

と考えている。

本事業は、県民や企業・団体などからの要望を受け取り組んできたもので

あり、第２期「えひめ・未来・子育てプラン」の計画推進期間である平成３１

年度まで継続する方針としているが、毎年度、事業の在り方については検討

していく。

当事業は、平成２４年度から７市で３カ年かけ、県・市町・関係団体連携の

もと地域が一体となって全ての子育て家庭を助け合い支えあう３つの社会づ

くりのモデルを構築したものである。

また、取り組みの成果を全県に普及させるために、毎年度啓発モデルイベ

ントを開催するとともに、事業最終年度の平成２７年３月１８日に先進事例とな

るモデル事業の成果発表を行ったところである。

当事業は終了しているが、県内の市町への波及が十分でないため、今後も、

交流モデルを参考に、地域特性を踏まえたシニアによる子育て支援が展開さ

れるよう、市町の実施状況を把握し、問題等がある場合は、有効な情報提供

やアドバイスを実施するとともに、未実施市町にも実施モデル等の情報提供

を行うなど情報共有の推進を図り、市町を支援していく。

交流モデルの実施に当たっては、県・市町・関係団体連携のもと、県民参
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画で進められており、平成２６年度をもって終了となる。シニアと子育て家庭

の「愛顔」の橋渡し県民運動推進会議において、各市・各施設が取組む委託

事業の進捗状況について報告している。委託事業の概要資料を閲覧した限り

では、せいぜい１年やればある程度の成果と課題は把握できたのではないか

と推測された。

また、シニアによる子育て家庭孤立化防止地域モデル（四国中央市）につ

いては、平成２５年度の支援員の訪問が８件とのことであるが、このような状

況で当事業終了後、本当に継続していけるのか大いに疑問である。自宅訪問

では、保健センターや子育て支援センターの紹介、子供を近隣の保育園の園

庭で遊べるように支援員から園長に依頼するなど、それぞれの家庭の悩みに

沿った支援をしている。転入者や初めての子育て家庭などへのサポートのニ

ーズは高いものであろう。そもそも当モデルについて住民への周知は十分に

行われているのであろうか。その上で、乳児家庭全戸訪問事業等でサービス

を必要としている家庭の掘り起こしをしなければ、良いモデルであるのに利

用されないまま自然消滅していってしまいかねない。上記のような家庭だけ

でなく、発達が気になる子供を持つ家庭のフォローなど、他人には話しにく

い悩みを抱えている家庭は多いのではないか。単なるモデル開発に終わるの

ではなく、住民目線で、事業展開していかなければ効果的な事業とはなりえ

ない。

１年目、２年目、３年目と実施場所やイベントの内容を変更するくらいで

あれば、１年やれば十分である。１年目の成果・課題を２年目・３年目でさ

らに高め、問題点を解決していくようなモデル開発事業でなければ３カ年費

やす必要性に乏しい。今後、モデル開発事業を着手する場合、初年度の成果・

課題について単なる報告で終わらせることなく、１年ごとのフィードバック

を大切にし、当初のモデルと異なる形になることも視野に入れて有識者を交

えて活発に議論を行い、より良いモデル開発を行っていくことが必要である。

加型の事業を中期的なスパンで展開することにより、関係者相互の理解が高

まり、地域に根差した事業に発展すると考え、１年間ではなく、３年間とい

う期間を定めて取り組んだものであったが、高齢者の確保や事業実施方法等、

事業展開によって浮き彫りとなった課題もあったため、今後は、各市町が導

入をするにあたり、課題解決に向けた対策を講じながら、効果的な事業展開

をする必要があると考えている。

当事業は終了しているが、今後も、成果や課題の検証を進めるとともに、

各市町にも積極的に情報提供を行うことにより情報共有の促進を図り、市町

が交流モデルを参考に事業を実施できるよう支援していく。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２７年３月２４日

監 査 対 象 機 関 保健福祉部 生きがい推進局 障害福祉課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○県内企業障害者雇用率全国ワースト２位の現実

愛媛労働局が発表した平成２６年障害者雇用状況の集計結果（平成２６年６月

１日現在）によると、県内の民間企業の障害者実雇用率は法定雇用率の２．０

％を０．２６ポイント下回る１．７４％（前年比０．０１ポイント増）で、全国第４６位で

ある。また、法定雇用率達成企業の割合は４７．０％（３．１ポイント増）で、全

国第３９位となっている。一方公的機関においては法定雇用率２．３％（都道府

県等の教育委員会は２．２％）に対して、県の機関は２．３２％、県教育委員会は

２．２０％、市町等の機関は２．３９％と法定雇用率を達成している。

県としても愛媛労働局と強力な連携のもと、低迷する県内の障害者雇用率

の改善を図るため様々な取組みを行っていることは理解しているが、より強

力に雇用率改善プランに取り組んでいただきたい。県は『障害者が地域の中

で生きがいを見つけ、もっと安心して生活できるようにしたい』という目標

を「愛媛の未来づくりプラン」で掲げているのだから。

県の事務分掌によれば、障害者の雇用対策に関することは、経済労働部労

政雇用課雇用対策室の所管となってはいるが、障害者に関係する問題であり、

障害福祉課が当事者意識を持って然るべきではなかろうか。大切なのはどこ

の部署かではなく、どうすれば障害者のためになるかということであろう。

この問題は障害者の就労支援と関連しており、障害者雇用率は就労支援の成

績表である。「縦割り行政」にならないように、関係する各部署はそれぞれ

が当事者意識を持って障害者のために対応していただきたい。

また、平成１７年に制定された「愛媛県障害者計画」の基本的方向の�障害
者の地域生活の支援として『障害者自身が、社会の構成員の一人として主体

性、自立性を持ち、その能力を十分発揮して積極的に社会経済活動に参加し、

身近な地域で暮らすことができるよう、質の高い障害保健福祉サービスの充

実、福祉的就労の充実と一般雇用を目指した就労支援、障害者の権利擁護の

整備などの各種施策を展開し、障害者の地域生活を支援します。』と記載さ

れていることを障害者に関連する各部署においては十分に理解していただき

たい。

障害福祉課にはそのような観点から、真摯に民間企業の障害者実雇用率が

宮城県に次いで全国ワースト２位という現実を考えてみていただきたい。障

害者自身が社会の構成員の一員として主体性・自立性を保ち、自ら選択した

県では、障害者の就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言、職業準備

訓練のあっせんなどを行う障害者就業・生活支援センターを県内６つの障害

保健福祉圏域毎に設置し、雇用、福祉、教育等の関係機関と連携のうえ、身

近な地域で障害者の職業生活を支援しており、平成２６年度の同センターでの

就業支援実績は、一般事業所への就職が１９８人、支援対象となる登録者数は

２，８３２人、また、職場実習へのあっせん件数が１９６件と、年々増加している。

平成２６年度からは、「障害者就労支援ネットワーク強化・充実事業」を実

施するなど、障害福祉サービス事業所、民間企業、関係機関等の一層の連携

強化を図った結果、平成２７年障害者雇用状況の集計結果（平成２７年６月１日

現在）では、県内の民間企業の障害者雇用率は１．８２％（前年比０．０８ポイント

増）となり、着実に上昇しているところである。

県としては、今後とも、一般就労に向けた就業支援、就労後の職場定着に

向けた生活支援を充実させ、障害者の就労促進に取り組んでいくこととして

いる。

（参考）�
�
�
�
�
�
�

一般就職：２４年度 １２６人、２５年度 １９１人

�
�
�
�
�
�
�

登録者数：２４年度１，９５９人、２５年度２，４１１人

職場実習：２４年度 １５８件、２５年度 １７５件
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地域に居住しながら自立した日常生活を営むためには、関係する各部署が密

接に連携しながら『障害者が意欲を持って仕事に就けるよう、労働関係機関

と連携し、個々の障害者の特性に配慮した就労支援を強力に推進』について

目に見えるような形で成果を出していくことが必要である。

○愛媛県社会福祉事業団運営施設の入所希望（待機）者について

社会福祉事業団運営施設の平成２６年１０月時点における入所希望（待機）者

は、次のとおりである。

・しげのぶ清流園：９１名

・しげのぶ清愛園：５２名

・道後ゆう：３６名

・いだい清風園：２７名

さらに、社会福祉事業団以外の民間事業者運営施設については、以下のと

おりの調査結果となっている。

平成２５年１０月末 ４７施設に調査 待機者数 ２，１１８人

平成２６年１０月末 ４７施設に調査 待機者数 ２，４５５人

待機者のカウントは、１人の入所希望者が複数の施設に入所申し込み行っ

た場合、待機人数としては、複数分カウントするため、実質的に待機してい

る方は、上記の数字よりも少なくはなる可能性はあるが、それでも相当数の

待機者がいることは間違いない。

県が国の方針に従って策定した平成２４年度～２６年度の３カ年の「第３期愛

媛県障害福祉計画」では、数値目標として、平成２６年度末までの障害者福祉

施設入所者の２４．７％の障害者が地域生活に移行し、平成２６年度末時点で１２．６

％の施設入所者の減少を図るとされている。

しかしそれでは、今現在サービスの提供を待っている待機者への対策はど

うするのか？居住系サービスの提供が難しければ、グループホーム・ケアホ

ームの整備も含め、日中活動系・訪問系サービスを充実させること、相談支

援の強化、地域生活移行者のアフターケアの充実を図るしかないのだろう。

今後の方針を策定するにおいても、現在施設に入所しているが他施設の入

所を希望している方、複数施設に申し込みを出している方、どの施設にも入

所していない方など、今後も継続して、待機者の実質人数の把握に努めてい

ただきたい。

また、そもそも論にはなるが、現在相当数の待機者がいるにもかかわらず、

地域生活への移行・施設入所者数の減少の目標を設定していること自体理解

に苦しむ。県は国の方針に沿った目標を立てたのだろうが、国の方針はあく

までもそれらが可能となる環境を整えたうえでの目標ではないかと思われる。

それにもかかわらず、相当数の待機者がいるという現実を無視して単に数

字だけを追うことが、果たして障害者の方々の立場を考えた県政と言えるの

であろうか。これは「愛媛の未来づくりプラン」の施策２２に掲げられている

『障害者が安心して暮らせる共生社会づくり』に沿ったものとは思えない。

その目標を達成するために、待機者が増えるのならば、本末転倒としか言え

ない。

待機者が増加している現実を見つめなおし、これ以上増やさない方策を立

てることが急務である。施設整備ができないのであれば、日中活動系・訪問

系サービスのさらなる充実なくして、待機者問題の解決はないであろう。

監査人は一県民の立場から、本当の意味でサービスを受けられずに困って

いる方にサービスが提供できる仕組みが必要であると考える。そうすること

が、「第六次愛媛県長期計画 愛媛の未来づくりプラン」の目指す「施策２２

障害者が安心して暮らせる共生社会づくり」の実現につながるはずである。

障害者総合支援法では、基本理念として、「全ての障害者及び障害児が可

能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための

支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること」としている。

このため、障害者や障害児が、住み慣れた地域において、社会の構成員の

一人として、主体性や自立性を持って生活することを基本方向としており、

施設入所者もできる限り、地域へ出て、生活をすべきと考えている。

また、入所待機者については、グループホームや短期入所、ホームヘルプ

サービス、生活介護等障害福祉サービスなどを適切に活用することにより、

施設に入所しなくても地域で生活していける方は多いと考えており、相談支

援体制の強化や日中活動系・訪問系サービスの充実、グループホームの整備

などに取り組んでいるところである。

今後とも入所待機者の状況把握に努めるとともに、市町と連携して地域移

行に向けた取組を推進していく。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２７年３月２４日

監 査 対 象 機 関 公営企業管理局 総務課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○固定資産の現物確認について

愛媛県公営企業会計規程第１２０条によれば、毎事業年度ごとに固定資産の

現物確認を１回以上実施することが求められているが、新居浜病院において

は、２年に１回の実施となっていた。

固定資産の保全を図ること、不正等を防止すること、劣化状況の確認をす

ること及び管理手法の改善の観点から、規程に従い、年１回以上定期的な固

定資産の現物確認を行う必要がある。

なお、現物確認により、保有するべき固定資産と実際の固定資産数等に相

今後（平成２７年度から）は、愛媛県公営企業会計規程に基づき、毎事業年

度少なくとも１回以上、固定資産原簿と固定資産とを照合し、確認すること

とする。

また、本局においては、各病院が固定資産の照合、確認を行った場合、原

簿と現物の差異の有無に関わらず結果の報告を受けることとする。
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違が生じている場合にのみ、各病院から本局に報告が行われているが、確実

な現物確認が実施されているかを担保するため、本局は、各病院が現物確認

を実施するごとに、固定資産保有に関する差異がなくとも結果の報告を受け

ることが必要である。

○棚卸差異の原因分析について

診療材料の理論数と実数の差異が発生する原因は、診療材料を使用する部

門での、台紙へのＳＰＤラベルの貼り忘れであると公営企業管理局に報告さ

れている。

診療材料の差異分析の結果が、「ＳＰＤラベルの貼り忘れ」では、果たし

て本当に正確な差異分析・報告かどうか客観的には判別しがたいものであり、

不正に使用されていてもこのような報告では不正使用を把握することは困難

である。また、ラベルの貼り忘れがあるということは、診療材料使用部門に

診療材料がＳＰＤから供給されず、診療に弊害が生じる可能性もあるという

ことになる。

差異原因の厳密な把握が困難ということであれば、実地棚卸回数を増やし

適時に差異を把握する等の対応を行う必要がある。

医薬品については、使用部門で受払記録をすることが困難であるため理論

数が把握されておらず、実在数との差異の把握及び差異原因の分析が行われ

ていない。しかしながら、医薬品使用部門での受払記録が困難であるとして

も、薬剤部においては受払管理を行っていることから、薬剤部においては理

論数と実在数の差異を把握することは可能である。

棚卸資産の実地棚卸の目的は、数量の確定のみならず、理論数と実在数の

差異原因を分析することにより、不正を防止すること及び管理手法を改善す

ることにあるため、医薬品のうち、少なくとも薬剤部に備置するものについ

ては、理論数と実在数の差異原因を分析し、本局に報告する等の対応を図る

必要がある。

今後（平成２７年度から）は、実地棚卸の結果判明した理論数と実在数の差

異の原因について、愛媛県公営企業会計規程に基づき、詳細に調査・分析す

ることとする。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２７年３月２４日

監 査 対 象 機 関 公営企業管理局 県立病院課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○公立病院改革プランの目標設定について

経営効率化のための目標指標及び実績推移によると、南宇和病院以外の病

院では、平成２５年度までの各年度において、経営効率化の指標として定めた

項目の多くについて達成している。

しかし、定性的な目標が大半で健全化計画の本文においても、各取組項目

について「検討する」「進める」「努める」等の漠然とした内容となってい

る。目標を定量的に表すことは困難であることは理解できるが、例えば、未

収金の抑制については「未収金の発生は年間１００万円までとする」等のよう

に数値化された目標が示すことができうるものに関して、目標数値が設定さ

れていない。また、それぞれの施策をどの時点で実施し、健全化に関してど

れほどの効果をもたらすものかが明らかとなっていない。

改革プランには、計画期間（５年間）において、「目標の達成に向けて、

具体的にどのような取組をどの時期に行うこととするかを明記する」ことと

なっており、本県の掲げた取組のうち、過去すでに取組んだ事項については

実施年度が明記されているが、今後の課題とする事項についてはどの時期に

行うかが明記されていない。

現状のままでは、事業運営の巧拙に関する評価が困難であり、健全化に向

けたＰＤＣＡサイクル（計画・実施・評価・改善）が構築されず、次回以降

の健全化計画も同じような内容で策定され続け、健全化実現が困難となる状

況になりかねない。

経営効率化に向けた計画が有する機能は、現状からあるべき姿に到達する

ための道筋を表すものである。そのため、実績を踏まえたうえで達成可能な

努力目標としての具体的な内容、効果及び実施時期を明確にすることにより

策定し、計画的に実行し、目標と実績の乖離原因を分析して今後の施策に活

用していることが必要である。

また、計画は、総務省のみならず、県民に対して本県がどのような姿勢で

県立病院の健全化を図る施策を講じているかを説明する重要な手段である。

そのため、現状の県立病院の財政状況を踏まえたうえで、新たな具体的な施

策の実施時期や目標達成時期の設定が可能なものについては適切に公表する

とともに、計画的に実行していく必要がある。

平成２７年４月に公営企業管理者、保健福祉部長、総務部長、４県立病院長

で組織した「県立病院機能強化検討委員会」を設置し、国の医療提供体制改

革や、地域医療構想を踏まえた県立病院の機能強化策等を検討しており、こ

れらを検討する中で、総務省が平成２８年度末までに策定を求めている経営計

画についても議論することとしている。策定に当っては、数値目標の設定や

事業運営の評価の実施公表等についても検討したい。
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○改革プランの評価に係る公表について

改革プランについて、計画値と実績の乖離に関する分析を実施し、次年度

以降の課題を公表したのは、平成２１年度及び平成２２年度のみである。当初目

標としていた取組みと当該年度に実施できた項目との対比での公表となって

おらず、県立病院の健全化に向けた取組が十分であったのか不十分であった

のかが県民に対して十分に説明がなされていない。また、平成２３年度及び平

成２４年度の点検評価については、経営効率化指標の目標値と実績の対比及び

損益収支の目標と実績の対比が公表されるのみとなっており、平成２３年度以

降は経営改善に向けた取組や県立病院経営のあり方に関するビジョンが県民

に十分に説明されていない。

公立病院は、公的医療機関として不採算・特殊部門に関する医療を提供す

る重要な役割を担っており、不採算分野に対して一般会計より負担金が繰入

れられることについては理解できる。しかしながら、毎年３０億円以上の負担

となっており、県の厳しい財政に影響を与えていることが実情であることか

らすれば、公立病院のみならず県の財政健全化のために目標と実績の乖離を

分析し、今後の対処策を明確にすることにより、県民に十分な説明責任を果

たす必要がある。

○地方独立行政法人化の検討について

地方独立行政法人は、首長が理事長（任期４年）を任命し、首長が議会の

議決を得て中期目標を定め、この目標に基づき中期計画を策定して事業を行

うものである。また、単年度予算主義に縛られない予算執行ができる、条例

に縛られず弾力的な職員採用ができる、職員の給与は職員の勤務実績や法人

の業務実績、社会一般の情勢への適合を考慮して決定できるなどのメリット

があり、柔軟な経営により、収益構造等の改善による財政健全化が図れる可

能性がある法人形態として地方独立行政法人化が自治体にて活用されている。

地方独立行政法人化については、債務超過である場合には原則認可されな

いが、病院事業ではすでに４２自治体（府県市町の計）で４３の独立行政法人が

設立されている。本県でも柔軟な病院事業の運営が可能となる独立行政法人

化について積極的に検討する必要がある。

また、直営、地方独立行政法人それぞれのメリット及びデメリットを慎重

に比較・分析し、病院経営のあり方が本県の地域医療にとってふさわしいと

結論付けた経緯を、県民に対して十分に説明する必要がある。

○病院長を中心とした運営体制の構築について

健全化に向けた目標は、各病院の院長の参加を得て、本庁の公営企業管理

局が主体となって策定されている。病院を運営するのは病院長であるが、病

院の事務職員数が少なく、病院独自の主体的な取組みが行い難い状況が見ら

れ、各病院が自律性や主体性を欠く状況となっている。

病院運営には、病院職員、本庁職員等様々な利害関係者が多数関連してい

るため、経営健全化（目標）に向けた効率的な病院運営を行うには、病院経

営の実情を熟知すべき病院長の強力なリーダーシップのもと、少ない人員な

がらも病院職員及び本庁職員が一丸となって経営健全化に向けて行動する必

要がある。

健全化計画の真の狙いは、目標を公表することにより、厳しい状況にある

病院経営の改善を図ったものである。このことからすれば、目標と実際の乖

離が生じた原因は何にあるのか、乖離を埋めるためにいかなる対応・施策が

必要であるかを、本庁職員のみならず病院運営責任者である病院長が自ら考

え、次年度以降の病院運営に活かすということを繰り返す、いわゆるＰＤＣ

Ａサイクル（ＰＬＡＮ：計画、ＤＯ：実行、ＣＨＥＣＫ：確認・評価、ＡＣ

ＴＩＯＮ：改善）を繰り返すことが重要であり、病院長を中心にこのサイク

ルを構築することにより経営健全化につながると考える。

健全化計画の目標設定、評価等について病院長が主体となるような仕組み

を構築すべきである。

なお、現状は計画の達成状況により、病院長自身を評価する仕組みとなっ

ておらず、県立病院職員の給与は条例で定められていることから病院長に病

院運営に関するモチベーションを提供できにくい状況となっている。

病院運営責任者である病院長による自律的な運営を図り、経営健全化を実

現するため、病院長に対するインセンティブとして目標の達成度合いにより

機器購入の優先権を付与する等の工夫を講じることも有効であると考える。

目標と実績の分析結果を、病院長の評価として活用することを検討する必

要がある。

○県立病院の平成２６年度以降の経営計画の策定について

次年度の活動方針として、予算が定められているが、予算は現状での身の

平成２７年４月に公営企業管理者、保健福祉部長、総務部長、４県立病院長

で組織した「県立病院機能強化検討委員会」を設置し、国の医療提供体制改

革や、地域医療構想を踏まえた県立病院の機能強化策等を検討しており、こ

れらを検討する中で、総務省が平成２８年度末までに策定を求めている経営計

画についても議論することとしている。計画策定後の実績や分析結果等につ

いては、適宜、県のホームページ等を活用した周知を検討する。

県立病院の独立行政法人化については、これまでも検討を行ってきている

が、債務超過といった問題もあり、現状では導入できないという結論にいた

っている。

病院経営においては、当面の間、経営の安定化を推し進めることとしてお

り、独立行政法人化については、経営が安定し、導入可能な状況となったの

ちに再度検討することとしている。

これまでも４病院長会議を定期的に開催するなど、病院長を中心とした病

院運営体制をとってきたところであり、平成２７年４月に設置した「県立病院

機能強化検討委員会」でも病院長が委員に就任し、国の医療提供体制改革や、

地域医療構想を踏まえた県立病院の機能強化策等を検討しており、引き続き、

病院長が主体となる仕組み等を検討したい。

平成２７年３月３１日付で総務省が策定した「新公立病院改革ガイドライン」
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丈にあったもの、財政的な制約から上限が定められたものであるにすぎず、

経営努力により達成すべき目標を定めた経営計画とは次元が異なるものであ

る。

平成２６年度以降の中長期的な経営計画（健全化計画）については、総務省

が公立病院改革に向けた新たなガイドラインを平成２６年度末に公表する予定

となっていることから、策定していないとのことである。

本県の財政健全化基本方針にあるように、本県は厳しい財政状況にあるこ

と、また、県立病院においても、未処理損失が約１８０億円あるという厳しい

財政状態からすれば、総務省のガイドラインの有無を問わず、自発的に中長

期的な経営計画を策定し、絶えず目標達成に向けて計画的に行動し、ＰＤＣ

Ａサイクルを繰り返していくことが必要である。

○県立病院の平成２６年度以降の経営計画の策定について

総務省の公営企業年鑑にて、全国の公立病院の各経営指標が公表されるが、

これらの指標を参考にすることにより、具体的な収支改善のための方策が十

分に協議されていない。

公営企業管理局の担当者が、平成２４年度の公営企業年鑑に掲載される全国

の公立病院の経営指標を用いて収益性比較を実施し、収益性改善のため分析

結果を院長に向けて説明したとのことであるが、指標改善のためにどのよう

な対策を講じるか、期限をいつまでとするか等の具体的な対応について、病

院から公営企業管理局に報告されるような仕組みとなっていない。

「�第３次愛媛県立病院財政健全化計画について」にて記載したように、
目標を設定するのは公営企業管理局であって、病院経営に直接携わる院長等

ではないこと、また病院長の評価ツールとして分析結果が活用されていない

ことから、公営企業管理局から院長に説明したとしても、経営改善の効果に

は限界があると考えられる。

県立病院運営の所管局である公営企業管理局は、改革プラン及び健全化計

画で掲げた経営効率化計画に係る指標のみならず、病院経営に直接携わって

いる病院長が公営企業年鑑に掲載される経営指標を活用して自ら目標を設定

し、乖離を分析し、さらに対処策を自ら考えられるよう指導していく必要が

ある。

○未収金整理簿の活用について

未収金整理簿については、各病院とも「愛媛県病院事業未収金取扱要領」

に基づき入金や督促等の動きがあったもののみ更新されることになっている

が、督促状況や未納者の状況に関する記載方法が県立病院で統一されていな

い。

件数が多いこと及び医事担当人員の制約から、困難な作業であることは理

解できるが、県立病院の主たる利用者は県民であり、県民の公平を図る観点

からは、より一層厳格な対応が必要と考える。現状のままでは、外観上は、

単に活動記録としての機能しか有しておらず、効果的な未収金回収のために

は、例えば、回収や督促等がなくとも、定期的に回収担当者が未収金発生の

経緯、今後の対処策を事務局長や病院長へ未収金整理簿等にて報告し、承認

を経る必要がある。

○債権回収の督促状、催告状の不発行及び弁護士への回収委託除外について

今治病院及び新居浜病院において督促状及び催告状を送付していない事例

が見受けられ、事務局長または病院長による督促状及び催告状の不発行に関

する明確な決裁がなされていなかった。

また、「愛媛県病院事業未収金取扱要領」には、督促状又は催告状の納期

限を経過しているもの及び未収金の発生から３か月を経過しているものにつ

いては、弁護士法人に回収を委託することになっているが、病院によってそ

の取扱いが異なっている。

中央病院においては、未収金管理システムを活用し、分割納入が行われて

いるもの以外の未収金については、すべて病院長の決裁により弁護士法人に

回収を委託しているが、今治病院及び新居浜病院においては、未収金回収の

依頼につき、事務局長または病院長の決裁を経ている。しかしながら、所在

不明等により弁護士によっても回収が困難と判断しているものについて、回

収を委託していない事例が見受けられたが、事務局長または病院長による回

収を委託しないことに関する明確な決裁がなされていなかった。

未収金の取扱い件数が多いこと及び医事職員の人員数に制約もあることか

ら、効率的な未収金回収を図る必要がある。そのためには、回収手続きの標

準化を図り、「愛媛県病院事業未収金取扱要領」の運用のみにとどまらず、

納入に関する相談対応、電話での督促、督促状及び催告状の発送等に関する

詳細な実務を具体的に記載したマニュアルを整備し、病院ごとに異なる手続

により、地方公共団体は、今後５年間の経営計画を策定することとされた。

このことから、県立病院課では平成２７年４月に公営企業管理者、保健福祉

部長、総務部長、４県立病院長で組織した「県立病院機能強化検討委員会」

を設置し、国の医療提供体制改革や、地域医療構想を踏まえた県立病院の機

能強化策等を検討しており、これらを検討する中で、総務省が平成２８年度末

までに策定を求めている経営計画についても議論することとしている。

病院長が計画策定に参加し、各病院ごとの目標設定等を主体的に行える仕

組みづくりに取り組んでいきたい。

なお、公営企業年鑑のデータは古く（公表年度の２年前）、病院規模や診

療科等の個々の診療内容により経営指標が異なるほか、指標の重要な要素と

なる稼動病床数が公表されていないなどの課題があるため、公表時期の早期

化や稼動病床数が公表される場合は、活用したいと考えている。

未収金発生の経緯や今後の対処策について、定期的に事務局長や病院長へ

未収金整理簿等を用いて報告し、承認を経るよう、平成２７年６月２９日付で県

立病院課長から各県立病院長へ通知済である。

また、平成２７年１０月２７日付で督促や回収委託等に関する具体的な実務を記

載したマニュアルを作成し、病院間で督促状況や未納者の状況に関する記載

方法に軽重が出ないよう、県立病院課長から各県立病院長へ通知済である。

各病院において、弁護士法人へ回収委託をしない案件については、事務局

長等まで委託しないことに関する決裁を経るよう、平成２７年６月２９日付で県

立病院課長から各県立病院長へ通知済である。

また、平成２７年１０月２７日付で督促や回収委託等に関する具体的な実務を記

載したマニュアルを作成し、県立病院課長から各県立病院長へ通知済である。
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２８年２月１６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
１以上の市町の区
域を単位として設
けられる支部

届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県松山市第十四支部 岡 田 教 人 浅 川 美 和 松山市南白水二丁目６－１２ 平成２８年１月１５日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

きを統一する必要がある。

弁護士法人への未収金回収の委託についても、全病院において規定を遵守

するとともに、具体的な委託の基準を実務に沿う形で詳細に整備する必要が

ある。

○連帯保証人への履行請求について

連帯保証人への債務者の滞納債務の請求は、法的に認められたものであり、

滞納の事実が認められた時に各病院から直接連帯保証人に請求することがで

き、早期の回収が図れる可能性がある。また、弁護士法人に委託すると回収

額の一定割合を報酬として支払う必要があることから、まずは各病院から連

帯保証人に請求することがコスト削減につながる可能性がある。

今後は、各病院から連帯保証人に対して請求し、それでも回収ができない

場合に弁護士法人に回収を委託されたい。

○長期的な更新・維持補修計画の策定について

老朽化した施設の更新時期が一度に到来すれば、莫大な更新コストがかか

ることになるため、計画的な補修によって、施設の長寿命化とライフサイク

ルコストの縮減を図り、更新費用の集中を避ける（維持補修コストの平準化）

ことが、厳しい財政状況にある本県においては必要である。

計画的な補修により施設の長寿命化を図ることの意義は、健全度を測り、

劣化の程度が軽いものであっても長期を見据えて早期に対応し、耐用年数を

伸ばすことにより一度の費用負担を回避することにある。本県でも、更新時

期を迎える橋梁等について、長寿命化が検討されているところであるが、病

院施設については、設備等の稼働状況や環境によって状態が異なっているこ

とや、地域医療のニーズ等が刻々と変化することなどから、短期または中期

的な対応となっている。

一度のコスト負担を回避するため、また、単なる更新等の先送りによる将

来世代の負担を減らすため、計画的な維持補修が実行できるよう、病院のあ

り方の検討などとも併せて長期的な更新・維持補修計画を策定する必要があ

る。

○新居浜病院の老朽化対策に関する方針決定について

新居浜病院については老朽化が著しいため、建替え等の対策について、そ

の必要性や建替え時に現在担っている一部の機能をどのようにするのかまで

踏み込んで検討し、必要な個別具体的な計画と実施予定時期を明確にし、今

後の病院運営のあり方について県民に対して十分に説明されたい。

なお、新居浜地域においては、新居浜病院が重篤患者を対象とした第三次

救急医療及び高度な周産期・新生児医療を行い、その他の医療分野について

は住友別子病院（４０１床）、十全病院（３５０床）、愛媛労災病院（３０６床）の

大規模病院が複数存在している。

地域医療において、必要な医療は民間病院と公立病院との適切な役割分担

により提供されるべきものであり、営利を追求する民間病院と、公的存在で

あるがゆえに民間病院が敬遠しがちな医療を確保する使命を負った公立病院

の果たすべき機能を見直し、病床数や病院相互の機能が過剰とならないよう、

病院のコンパクト化や他病院との機能分担を重視した計画となるよう留意さ

れたい。

弁護士法人の回収業務に連帯保証人への請求も含まれていることから、効

率的に回収を進めるため、病院から連帯保証人へ請求しないまま速やかに回

収を委託していたケースがあったが、今後は、連帯保証人に対してまずは病

院から督促や催告等を行い、それでも回収ができない場合に弁護士法人に回

収委託を行うよう、平成２７年６月２９日付で県立病院課長から各県立病院長へ

通知済である。

病院施設は、同じ設備でも稼働状況や環境により状態は異なるほか、刻々

と変化する地域医療ニーズ等に対応するための改修や修繕も必要なため、短

期・中期的に実態を見据えながら修繕を行うことが現実的な状況であり、設

備の更新時期が一度に到来し莫大なコストがかからないようにするためにも、

各病院から３ヵ年の要望ヒアリング等を行い、修繕等の計画を作成している。

しかし、より一層計画的な維持補修ができるよう、平成２７年４月に設置し

た「県立病院機能強化検討委員会」での検討結果や平成２８年度中に策定され

る公共施設等総合管理計画の動向を踏まえながら長期的な更新・維持補修計

画の策定について検討を行う。

県立新居浜病院は、地域の中核病院として救急、周産期等の政策医療や急

性期医療を担っており、今後の高齢化の進展や医療の高度化に伴い、機能の

明確化、強化を図ることが必要である。また、医師確保を図る上でも機能の

明確化、強化は必要であると考えている。

このため、平成２７年４月に「県立病院機能強化検討委員会」を設け、新居

浜病院のみならず、４県立病院のそれぞれの病院機能に見合った医療資源の

投入といった機能強化方策等について検討を行っており、当該検討結果等を

踏まえて検討を行うこととしている。
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�愛媛県選挙管理委員会告示第７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２８年２月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

えひめ勝手連選挙対策本部 田 渕 紀 子 青 野 悦 子 松山市古三津三丁目１６－６３ 平成２８年１月４日

管家一夫西予後援会 三 好 幹 二 宇都宮 孝 西予市宇和町伊賀上１５０７－５ 平成２８年１月８日

市民アリ 上 原 佑 貴 上 原 若 菜 西予市明浜町狩浜３－１４０４ 平成２８年１月１９日

えひめ勝手連２０１６ 田 渕 紀 子 青 野 悦 子 松山市古三津三丁目１６－６３ 平成２８年１月２６日

�愛媛県選挙管理委員会告示第６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２８年２月１６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県防衛協
賛支部 森 川 建 司 代 表 者 森 川 建 司 寺 岡 陸 雄 平成２８年１月１日

自由民主党愛媛県郵政政
治連盟支部 亀 井 慎 滋 主たる事務所の所在地 松山市宮田町１０８－９ 松山市宮田町１３１－１ 平成２８年１月４日

自由民主党宇和島支部 福 島 朗 伯 代 表 者 福 島 朗 伯 福 本 義 和 平成２８年１月５日

会 計 責 任 者 石 � 大 樹 大 窪 美代子

自由民主党愛媛県伊予市
第二支部 大 西 誠 主たる事務所の所在地 伊予市灘町３５５ 伊予市下吾川２０４５－５ 平成２８年１月６日

自由民主党吉田支部 小清水 千 明 主たる事務所の所在地 宇和島市吉田町河内甲１７６ 宇和島市吉田町法花津８－２３０ 平成２８年１月７日

代 表 者 小清水 千 明 赤 松 与 一

会 計 責 任 者 赤 松 与 一 清 家 康 生

自由民主党五十崎支部 下 野 安 彦 代 表 者 下 野 安 彦 山 田 博 文 平成２８年１月１２日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

全日本不動産政治連盟愛
媛県本部 上 谷 進 代 表 者 上 谷 進 古 川 實 平成２７年４月１日

会 計 責 任 者 戸 玉 伸 治 上 谷 進

村上要後援会 福 田 和 志 会 計 責 任 者 川 野 征 雄 喜 井 広 明 平成２８年１月６日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定に

より、次のとおり同項第２号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があった。

平成２８年２月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

白 石 勝 也 後 援 会 白 石 勝 也 平成２７年１２月３１日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 資金管理団体でな
くなった年月日

白 石 勝 也 白 石 勝 也 後 援 会 平成２７年１２月３１日

平成２８年２月１６日 発行
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